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施行業者完成期限金　　額施　　行　　内　　容工　　事　　名場所

㈱ 浜 田 組７月30日14,595,000外壁塗装～アクリルリシン吹付け716釈
屋上改修～ウレタン防水519釈他

公営住宅外壁及び屋上改修工事
(若草団地Ｋ８－１)三笠

㈱ 近 藤 組７月30日5,670,000
工事延長Ｌ＝545ｍ
施工幅員Ｗ＝5.0ｍ
（18線道路～19線道路）

５号道路路面補修工事川西
中和

㈱ 近 藤 組７月30日6,657,000
工事延長Ｌ＝545ｍ
施工幅員Ｗ＝6.0ｍ
（５号道路～６号道路）

16線道路路面補修工事三和

㈱ 橘 組７月30日5,061,000外壁塗装218釈・屋根塗装578釈・
煙突撤去２基・ＦＦストーブ設置４台

中和地域センター外壁等
改修工事中和

共 栄 建 設 ㈱７月30日3,349,500
三和地域センター～屋根塗装364釈・
煙突撤去２基・ＦＦストーブ設置４台
東町地域センター～屋根塗装306釈

三和・東町地域センター屋根等
改修工事

三和
東町

　　　　　　　　　　工事着工の状況　　　　　　　　　　

　　　　　　人権擁護特設相談所が開設されます　　　　　　

　人権擁護委員法の施行日である６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、全国一斉に特設相談所を開設し

ます。

　全国の人権擁護委員がその使命を再認識するとともに、全国各地でこの日を中心として地域の実情に応じ

た啓発行事等を実施し、人権擁護委員制度の周知の徹底と人権擁護思想の一層の普及高揚を図ることを目的

としています。

　近年、我が国の人権に関する現状を見ますと、不当な差別、信条、性別、障害などの差別、その他の人権

侵害が今なお存在し、また、我が国社会の国際化、高齢化、少子化、情報化等の社会の変化に伴い、人権に

関する新たな課題も生じてきています。

　家庭、職場、地域社会など様々な場面で、普段から人権とは何かということを一人ひとりが考え、人権尊

重の意識を高めることが強く求められています。

　現在、和寒町には町長から推薦され法務大臣が委嘱した次の人権擁護委員が各種相談に応じています。

吉　田　恵美子さん　

　和寒町字西町313番地　電話　32-2863

荒　瀬　龍　男さん

　和寒町字西町196番地　電話　32-4505

　　[相談は無料で、秘密は固く守られます]

◎人権擁護特設相談日程

　１．相談実施日：６月１日（火）

　２．相談時間　：午前10時から午後３時まで

　　　　　　　　　（４時間）

　３．相談場所　：保健福祉センター１階「相談室」

　詳しくは、保健福祉センター内保健福祉課福祉係（電話32-2000）にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　消防団人事異動　　　　　　　　　　

　和寒町消防団に関する人事異動についてお知らせいたします。（敬称略）

●４月１日付　第二分団昇格

副分団長　　金　谷　浩　幸

部　　長　　堂　前　和　彦

班　　長　　郷　　　敦　司

班　　長　　大　石　泰　広

●４月９日付　第二分団入団

団　　員　　上　口　卓　磨

団　　員　　岡　　　敦　史

団　　員　　池　田　佑　介

団　　員　　宮　崎　和　博

団　　員　　坂　本　裕　行

団　　員　　三　上　益　由

団　　員　　中　山　譲　治


